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令和５年６月２日 

国土交通省観光庁 

参事官室（旅行振興） 

民間競争入札実施事業 

旅行安全情報共有プラットフォームの提供及びサービス運用等に係る業務 

１ 事業の概要 

旅行安全情報共有プラットフォームの提供及びサービス運用等に係る業務については、「競争の導入に 

よる公共サービスの改革に関する法律」(平成１８年法律第５１号)に基づき、以下の内容により令和４ 

年４月より民間競争入札を実施し、第１期の契約期間が終了したため事業評価を行う。 

 

(１)業務内容 

   日本人の海外旅行者が、安心安全に旅行ができることを目的に、旅行者の安否確認や避難経路確保のた 

めの情報提供や、観光庁と旅行業協会、旅行会社等の関係者において、現地の安全情報や危機管理情報、 

旅行者の安否情報等を一元的に共有するための情報共有プラットフォームの保守・運用を行う業務である。 

(２)契約期間 

令和４年７月１５日から令和５年３月３１日までの約９ヵ月 

(３)受託事業者 

株式会社ＳＨＩＮＫＯ 

(４)実施状況評価期間 

令和４年７月１５日から令和５年３月３１日までの１年間 

(５)受託事業者決定の経緯 

入札参加者(２者)から提出された旅行安全情報共有プラットフォームの提供及びサービス運用等に係る 

業務における民間競争入札実施要項に記載された入札書類等を審査した結果、当庁が定めた評価項目の 

要求要件を全て満たしていることを確認した。本事業にかかる落札者の決定は、最低価格落札方式により 

実施することとしており、提出期限までに２者から入札参加書類の提出を受け開札を行った。 

 

資料２ 
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確保されるべき対象業務の質 

 

項目 対象業務 達成状況および評価 

ア 業務内容 

「旅行安全情報共有プラットフォームの提供及びサービス運用等に係る

業務」に示す業務内容を適切に実施すること。  

月次報告及び年次報告により、

適切に実施されたと確認した。 

イ セキュリティ上の重大障害件数 

個人情報、施設等に関する情報その他の契約履行に際し知り得た情報漏

えいの件数は０件であること。  

情報漏洩件数は０件となり、 

適切に実施された。 

ウ システムの運用管理業務上の重大障害件数 

長期にわたり正常に稼動できない事態・状況及び保有するデータの喪失

等により、業務に多大な支障が生じるような重大障害の件数は０件であ

ること。  

重大障害件数は０件となり、 

適切に実施された。 

エ 基準時間完了率 

メール（電話）による問い合わせがあった時点から、３０分以内に一次

回答ができた件数が、全問い合わせ件数のうち９０％以上であること。  

ヘルプデスクは緊急事態で無い

限り9～17時までの受付となっ

ている。また、自動返答システ

ムの搭載を本契約では要求して

いないため、30分以内の回答は

困難であると判断。事業者への

ヒアリングにより受付時間次第

で当日～翌日以内に全回答を行

ったことを確認。 

適切に実施された。 

オ 問題解決率 

全問い合わせの件数のうち、問題が解決できた問い合わせ件数の割合

は、９０％以上であること。 

解決の割合は１００％であり、 

適切に実施された。 

カ （システム構築の場合） 

本業務に関する契約締結後、別紙仕様書のスケジュール通りに実施 

すること。万が一変更等が生じる場合には、必ず観光庁の承認を得 

ること。 

１件変更が発生し、観光庁の承

認を得た上で、適切に実施され

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 確保されるべきサービスの質の達成状況及び評価 
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３ 実施経費の状況及び評価(※金額は全て税抜) 

(１)実施経費 

令和４年７月１５日から令和５年３月３１日までの実施経費：55,000,000 円 

１か年(１２か月)相当：55,000,000 円÷契約期間 8.5 か月×１２か月=77,647,059 円（※小数点第一位四

捨五入） 

(２)経費節減効果 

市場化テスト導入前 

令和３年度：86,363,636 円 

節減額 ：86,363,636 円-77,647,059 円=8,716,577 円 

節減費比率：8,716,577 円 / 86,363,636 円 * 100 = 10.1%(※小数点第二位四捨五入)  

 

上記の通り、実施経費の状況及び評価については、令和４年４月 1日から令和５年 3月 31 日までの単年 

度の実施経費と令和３年度の実施経費と比較して約１０．１％減少しており、経費の節減が図られた。 

 

４ 民間事業者からの改善案による改善実施事項等 

受託事業者から改善提案があった事項については以下の通り。当該改善提案によって、運用業務やサービ 

ス等の向上が図られた。  

(1)操作性向上の提案 

以前のシステムと比べ、旅行業者や旅行者が利用した際に直感的な操作が可能なよう、ユーザーイン 

ターフェースの向上を図るよう提案があり、旅行業界の現状や利用時の緊急性を考慮しながら、操作性 

の向上を図った。関係業者からの好評価を得ることに繋がった。 

    (2)メール問い合わせフォーム設置の提案 

以前はメール等にて伝えていた問い合わせ先について、システムログイン後の管理画面上に 

メール問い合わせフォームを設置するよう提案があり、新たに実装した。また同ページには旅行業者 

や利用者向けの操作マニュアルを新たに掲載し、サービスの改善を図った。 

(3)事業者向け説明会開催の提案 

旅行業者向けに運用再開後のシステム操作方法について説明する機会が必要である旨提案が受け、資料 

の作成及び操作説明を依頼して、説明会の実施を行った。 

 

５ 全体的な評価 

各評価は以下のとおりである。 

(1) 法令違反行為等の有無 

実施期間に受託民間事業者が業務改善指示等を受ける、あるいは業務に係る法令違反行為等を 
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行った事案は無かった。 

(2) 実施状況の確認 

今後は、実施状況については、本省会計課と調整の上、外部の有識者等によるチェックを受け 

る仕組み(行政事業レビュー)などを活用し評価していく予定。 

(3) 競争性の確保 

競争性に関しては、①閲覧可能なシステム関係資料等の明確化、②クラウドサービスの指定解除、 

③システム本体の新規構築可を明確化したことにより２者からの入札となり競争性は確保されたと 

評価できる。 

(4) 質に係る目標 

本事業の確保されるべきサービスの質においては、全ての項目において目標を達成しており、 

サービスの質は確保されたと評価できる。 

(5) 経費削減効果 

３の(２)の経費節減効果のとおり、市場化テスト導入前の経費と今回の契約金額(支払金額) 

とを比較すると、約１０．１％の経費が節減できており、経費においても、市場化テストの効果 

があったものと評価できる。 

６ 今後の事業 

以上のとおり、本事業については、総合的に判断し、市場化テストにおいて十分な成果が得られた 

ことから、次期業務においては、「市場化テスト終了プロセス及び新プロセス運用に関する指針」(平 

成 26 年３月 19 日官民競争入札等監理委員会決定。平成 31 年３月８日一部改正)に基づき、終了プロ 

セスへ移行した上で、自ら公共サービスの質の維持と経費削減を図っていくこととしたい。 


